
精神病床から退院した認知症患者の退院後の行き先

ヽ 今 報 告 者 数 17825人

3Aの 内、認知症疾患患者数 (F00-03) 2936メ
〕 Bの 内 ヽ初 同 調 杏 日 か ち6ヶ 日彿 まで に 恨 眸 l´ f‐ 案 者 数

貪

有効回答数573人

15そ の他

¬4死亡退院

13他院(精 神科以外)へ の転入院

12他院(精神科)へ の転入院

11社会福祉施設(養護)老 人ホーム、救護施設など)

10介護老人福祉施設

9介護老人保健施設

8従来型の社会復帰施設

7退院支援施設

6地域移行型ホーム

5共同生活援助

4共同生活介護

3賃貸APなどを新たに借りての一人暮らし

2入院前に住んでいた自宅・APなどでの一人暮らし

1 家族と同居

「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究) 33

○平成22年 1月 22日 現在の状況について行つた調査。

○調査対象施設および有効回答率

以下の各施設について、事業者団体に加盟する全ての施設を対象として調査した。

圏同一法人で併設・隣接

口同一法人だが併設′隣接して

いない

□協力医療機関ある

日協力医療機関なし

日無回答

1人

0  20,\ 40^ 60/\ 80,\ 100,\ 720^ 140^ 160,\

・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
・養護老人ホーム

(有効回答数 1229施設 有効回答率 366%)
(有効回答数 1780施設 有効回答率 414%)
(有効回答数 437施設 有効回答率 553%)

90%    100%

・認知症高齢者グループホーム (有効回答数 817施設 有効回答率 475%)

●精神科の併設・協力医療機関の状況

0%    10%   20%   30%   40%   50%

介護老人保健施設

介護老人福 |■施設

養護老人 H

認知症GH
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精神科病院からの退院後(直後又は6か月以内)に入所した認知症患者の状況
【精神科病院からの退院後に入所した認知症患者に占める害1合】

精神科医による診察の状況             服薬の状況 (複 数回答 )
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

・ 介護老人保健施設

□介護老人福祉施設

□養護老人 H

圏認知症GH

平成21年度高齢精神障害者の実態調査より

精神科

ご〆

卜
指
覺
プ
猟
弾
載

♂〆ダグ  が

ノ
ノダ
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病院からの認知症の退院患者の過

0%    10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

養護老人H

認知症GH

去 1年間のトラブル

90%    100%

田過去 1年間にトラブルあり

口過去 1年間にはトラブルなし

日入所者に認知症いなかった

日無回答

(%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

トラブルの内容 (トラブルのあつた施設に占める割合)

服薬の状況 (複数回答)

症状 (複数回答 )

平成21年度高齢精神障害者の実態調査より



(%)

圏全て応じることができた  □受入れできなかったことある  □要請・照会なかつた  □無回答

受け入れできなかつた施設における理由(複数回答)

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０
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・０
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２
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(%)
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0

精神科病院等からの退院患者の受け入れ (過去3年間)

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

養護老人ホーム

認知症

グループホーム

※共同生活上の支障 :大 声や独語などのために共同生活上の支障あり
※頻回に味下性肺炎 :約 2か月に1回 以上疇下性肺炎を起こしている
※施設が通院に付き添う必要 :毎週通院に付き添う必要がある

平成21年度高齢精神障害者の実態調査より

(受 け入れできなかった施設に占める割合 )

を
め

⑮

施設への受け入れが難しい対象者像 (複数回答)

(全施設に占める割合)

雨介護者人保健 □介護老人福祉   日養護老人ホーム □認知症グループホーム

ア99

赳
″
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認知1症‐1‐■よ―る1精‐神|‐病1床1入‐院患1者|の1退院1可育
=性

‐と理11由

居住先・支援が整った場合の退院可能性

退院の可能性がない患者における主な理由

セルフケア能力の問題 507%

迷惑行為を起こす可能性 100%

重度の陽性症状 (幻覚・妄想 ) 56%

他害行為の危険性 43%

治療・服薬への心理的抵抗 15%

自傷行為・自殺企図の危険性 10%

重度の多飲水・水中毒 07%

アルコール・薬物・有機溶剤等の舌し用 04°/●

その他 258%

(有効回答数 1,057人 )

「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年 度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究) 39

(有効回答数 3.458人 )

①:現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院は可能
②:状態の改善が見込まれるので、居住先.支援などを新たに用意しなくても近い将来(6ヶ月以内)には退院が可能になる
③:状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来(6ヶ月以内)には可能になる

認知‐症‐による精1神1病‐床入1院1患1者―の1適‐切|な1居‐住|の1場|

退院できると仮定した場合、
適切と考えられる「居住の場」

(いずれか一つ選択)

①

フ.6%
家族と同居 25( 15.6'

2入院前の自宅等でのひとり暮らし 3 1.99

3賃貸アパート等を新たに借りてひとり暮らし 0.5'

ケアホーム 21 17物

5グループホーム 131 8.5'

地域移行型ホーム 0.1ツ

魃 鱚 退院支援施設 1 1.0助

従来型の社会復帰施設 1

④

Ｏ
・
６

％

４

介護老人保健施設 51Z 3209

10介護老人福祉施設 41〔 25.9'

1社会福祉施設 121 7.99

12そ の他 3` 2.09

13将来の退院を想定できない 2〔 189

(有効回答数 1,605人 )

有効回答数3,265人

①:現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院は可能
②:状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来(6ヶ 月以内)には退院が可能になる

④:状態の改善が見込まれず、居住先・支援を整えても近い将来(6ヶ 月以内)の退院の可能性はない

居住先・支援が整った

場合の退院可能性

「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年 度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究) 40



認知症による精神病床入院患者の退院後の日中の活動

居住先口支援が整つた

場合の退院可能性

有効回答数3,391人
(有効回答数 1,721人 )

① :現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院は可能
② :状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来(6ヶ月以内)には退院が可能になる
③ :状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来(6ヶ月以内)には可能になる
④ :状態の改善が見込まれず、居住先・支援を整えても近い将来(6ヶ月以内)の退院の可能性はない

「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年 度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究 )

退院後、対象者が利用するのに

必要なもの (複数回答可)

41

デイケア、ナイトケア、デイナイトケア

③

50.6

% 労継続支援A

労継続支援B

域活動支援センター

事者の会、家族会、断酒会、ピアサ
ート、ピアカウンセリングなど

④

39.■

%
に適当なもの |まない

来の退院を想定できない

退院できると仮定した場合の家族等からの支援

居住先。支援が整った

場合の退院可能性

(いずれカ 選択)

曖

鰺

①
ア.5%

い 一ヽ つ

支援は得られない 52( 30.57

③

５０
．
９

％

功言・精神的な支援 (電話など、

物理的にその場にいない支援も

きむ)

711 41.3'

回数 回 の ADL、 IADLの 支 援 22Z 13.0%

まば毎 日の ADL、 IADLの 支 援 17` 10.0物
④

38.6

% 必要であれば24時間を通じての
DヽL、 IADLの 支 援 や 見 守 り

91 5.39

有効回答数3,388人
(有効回答数 1,725人 )

① :現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院は可能
② :状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来(6ヶ月以内)には退院が可能になる
③ :状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来(6ヶ月以内)には可能になる

④ :状態の改善が見込まれず、居住先・支援を整えても近い将来(6ケ月以内)の退院の可能性はない

仮に退院できると仮定した場合に、

家族や友人などから得られる支援の程度

「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年 度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究)
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退院|できると仮1窄
|■71含191導■||||‐

「
「

14■191場||||||111111111111111111■ ||‐ 111111111111■ ■ ■ |||

△ 全 錦 姜 著 新・ 17825ス

=Aの
肉 _認知 庁 療 串 晏 者 獅 (F00-08)

'986 
人

〕 Rの 肉 「 1年 以 卜入陣 1の 豊 者 獅 1665メ
)Cの内、身体合併庁で「特知|な 管輝 |が不専な晏者数 h“|ド3771ス

13将来の退院を想定できない

12その他

11社会福祉施設(養護)老 人ホーム、救護施設など)

10介護老人福祉施設

9介護老人保健施設

8従来型の社会復帰施設

2入院∫lf17:F[:Itl:::[:三 1ンヨ
1 家族と同居

0ノに  20メ、  40メ、  60′へ  80メ、  looメ、 ■20メ、 140ン  `160ノ  `180メ、 200人

「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年 度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究) 43
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市町村が
指中・繁督芥行うサービ又 都道府県が指定:監督を行うサービス

0理職書着豊,■試 11

■0夜間対応型訪問↑護1■■■■
‐

O認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護

(グループホーム )

○地域密着型特定施設

入居者生活介護

0地域密着型介護老人福祉施設 |

二■楔讚織 1■
居宅介護支援

¥「
~lL識

ョン iも増最鸞イVL
″護 rt電離穐璧

施隷サ■●

^|■

|‐
‐

8非襲燿鑢肇|

介
護
給
付
を
行
う

サ
ー
ビ
ス

◎地域密着型介護予防サ■ ビス

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認卸症対応型共同生活介護

(グ ルーブホーム)

介護予防支援

爆襲麓蘇
:0

◎介護予防サービス

iO介護予防訪問看護

:O介護予防訪問リハビリテーション

Oヽ介護予防居宅療養管理指導 __ノ
0介護予防特定施設入居者生活介護
0特定介護予防福祉用具販売

歌肇軍腋量軍↑責』亀J
`【

短期入所サービス】
~~~ ~ 

‐

|:1量:骨[番貪『言[1肇   |
○介護予防福祉用具貸与

予
防
給
付
を
行
う

サ
ー
ビ
ス

介護サービスの種類

45

介護保険施設等の概要

(注1)介護老人福祉施設及び特定施設の施設数及び定員数 (利用者数)は、地域密着型施設を除いた数字である。
(注2)認知症高齢者グループホーム及び特定施設については定員数ではなく利用者数を記載している。
(資料出所)施設数、定員数 (利 用者数)については、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」(平成20年 10月 1日 時点)。

(第 27回社会保障審議会介護保険部会資料を一部改
弯46

介護老人福祉施設 (特別

養護老人ホーム)注 1)
老人保健施設

介護療養型

医療施設

特定施設 (有 料老人

ホーム、ケアハウス等 )

(注 1)

認知症高齢者

グループホーム

基本的性格
要介護高齢者の

ための生活施設

要介護高齢者が

在宅復帰を目指す

リハビリテーション施設

重医療・要介護高齢者
の長期療養施設

要介護高齢者も含めた

高齢者のための生活

施設

認知症高齢者のため

の共同生活住居

医療

外 付

・一部の医学管理
・検査、投薬、注射
・処置、手術

・一部の検査、投薬、注

射
・一部の処置、手術

専門的な投薬、注射

一部の処置、手術

・医学管理 (在 宅末期

医療総合診療料を除

く)

・検査、投薬、注射
・処置、手術

医学管理

検査 、投薬、注射

処置、手術

内 付

一部の医学管理 ・一部の検査、投薬、注

射
・一部の処置、手術

基本的な検査、投薬、

注射
・一部の処置

人員配置

医 師 必要数
100:1
(常 勤 1以上 )

3人 以上

(4811以 上 )

看護職員

0～ 30:1以 上

31～ 50:2以 上

51～ 130:3以 上

131以上 :3+50:1

3:1で看護・介護職員を
配置(うち7分の2程度を
標準)

6:1以 上

50:1
(1以上 )

介護職員
看護・介護職員を3:1以 上
で配置

看護・介護職員を31以
上で配置 (うち7分 の5程

度を標準 )

6:1以 上
看護 介護職員を3:1
以上で配置 (1以上 )

3:1以 上

(夜間 1人以上 )

施設数 6015 3500 2252 2617
9,292

定員数 422703 319.052 99309
97645

(注2)

132.069

(注 2)



ンルハーハワンン7
高齢者専用賃貸住宅

高齢者向け

優良賃貸住宅

認知症高齢者
グループホーム

iS

饒

覇撃「「

11鮮担有料老人ホーム

軽費老人ホーム

養護老人ホーム 離紫響議
50■′556人 ‐

員+ 1′ 428′005

特別養護老人ホーム
/ ▼

介護保険3施設、

その他の施設・居

住系サTビスに比

べ、高齢者向け住
宅の数が少ない:

ヽ

鐵げ計

老人保健施設

介護療養型医療施設
会保障審議会介護保険部会資料

7

有料老人ホーム 高齢者専用賃貸住宅

去律 を人福祉法 高齢者居住安定確保法施行規則

走義

高齢者を入居させ、食事の提供、介護の提供、洗濯掃除等の家事、健康管理のう
ちいずれかのサービスを提供しているもの

一定基準を満たし都道府県知事へ登録されたもののうち、専ら高齢者の単身・夫
婦世帯を賃借人とする賃貸住宅について、住宅の戸数・規模や提供されるサービ
スに関する事項を開示し情報提供を行うもの

設備要件

提供するサービス内容に応じて設置

熙  潤
|li:illliill尋

轟螢ξ

ttr以来 居室離 便所及び

・各戸の床面積が原則として25市以上であること

(居間、食堂、台所等高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合に

あたつては18市以上)

・原則lとして各戸に台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合
は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

※ 高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあっては、当該高齢者居住安
定確保計画で定める基準とすることができる。

人員基準

入

鰤          〔詈

鳳£鱚 :藁曇量飩 活相談員

 ]
一時金、

前払家賃等

一時金の算定根拠の明示及び保全措置の義務化

(500万 円か返還債務残高のいずれか低い方の金額)

前払家賃等の算定根拠の明示及び保全措置の義務化
(500万円か返還債務残高のいずれか低い方の金額)

契約形態
・利用権方式
・賃貸借方式

壽貸借方式

行政監督
都道府県知事(福祉部局)への届出

報告徴収、立入検査、改善命令
都道府県知事(住 宅部局)への登録
報告徴収、指示、登録の取消

所管省庁 厚生労働省 コ土交通省

定員(戸 )数 208,827人 (H21 7) 29.766戸 (H21 3)

第27回社会保障審議会介護保険部会資料)




